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Ⅰ 判例のポイント 

 

大阪高判令和元年 10月 25日（WLJ判例コラム第 190号文献番号 2020WLJCC002参照）が、

生後２か月の孫の頭部に強い衝撃を与えて急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、脳機能不全により

死亡させたとして起訴された傷害致死の事案につき、第一審が懲役５年６月に処したのに対し、

無罪を言い渡した。 

本件も、求刑が懲役８年という傷害致死事案について、東京地裁立川支部は無罪を言い渡した。

「揺さぶられ症候群」に関する有力な医学的見解による立証が続けて退けられたことが注目され

るが、より広く、傷害罪の認定における専門家の証言の評価の困難性が示されている。 

 

Ⅱ 事実の概要 

 

本件公訴事実は、被告人は、平成２９年１月１３日午後１１時１０分頃から同日午後１１時３０

分頃までの間に、ｍ市内の被告人方において、Ａ（当時生後１月）に対し、その頭部を揺さぶる

などの暴行（以下、単に「揺さぶる暴行」ともいう。）を加え、同人に蘇生後脳症の後遺症を伴う

急性硬膜下血腫、脳浮腫、左眼網膜出血、多発性肋骨骨折等の傷害を負わせ、よって、同年３月

２２日午前４時３分頃、搬送先のＢ病院において、同人を前記傷害に起因する肺炎により死亡さ

せたというものである。 

被告人は、Ａに対し、公訴事実に記載されているような揺さぶる暴行を加えた事実はない旨、捜

査の当初から一貫して供述していたのに対し、検察官は、上記の各傷害は、身体をつかまれ、揺

さぶられるなど、頭部に振り子のような回転性の外力が加わり、頭蓋内で脳が揺れるとともに、

首が過度に屈曲したことによって生じたものであり、Ａが受傷した時間帯に、そのような外力を
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加えることができたのは被告人だけであるとし、被告人の上記供述は信用することができない旨

主張した。 

東京地裁立川支部は、被告人が、Ａに対して揺さぶる暴行を加えたと認定し得る直接の証拠はな

く、Ａが生まれてから本件当日までの間に、被告人が、揺さぶり行為はもちろん、Ａに対して暴

力的な行為に及んだ形跡は何ら認められないとし、被告人が生まれたばかりの子供の扱いに慣れ

ていなかった時期には、周囲から見ていて危険を感じるような方法であやすこともあったが、お

よそ暴力的とはいえない態様で、本件当日に至る事実経過も、夫婦げんかをしていたとか、Ａが

大泣きするなどといった被告人がストレスを感じるような状況もなく、被告人が暴力的行為に及

ぶ原因となるような事情は認定し得ず、当日はＡの容体急変まで家族円満に過ごしていたことが

認められ、突然の暴行のきっかけとなるような状況もうかがえないし、元妻が容体が急変したＡ

を発見した際、Ａの体勢やベッド上の布団等の状態に変化はなかったと元妻が述べていることも、

被告人がＡに揺さぶる暴行を加えたという推認を妨げる事情であるとし、無罪を言い渡した。 

 

Ⅲ 判旨 

 

ただ、検察官が、本件各傷害は、揺さぶりによる振り子のような回転性の外力によって生じたも

のとしか説明できないと主張していることから、「揺さぶられ症候群」に関する以下の判旨が重要

である。 

検察官の論拠は、①多発性急性硬膜下血腫が脳表と硬膜をつなぐ架橋静脈の破断によって生じた

ものであることからすると、頭部に回転性の外力が加わり、頭蓋内で脳が激しく揺れたと考えら

れること、②延髄及び頸髄の損傷状況からすると、頭部に加わった振り子のような外力により首

が前後に大きく振られる力が加わったと考えられること、③脳浮腫が左右非対称でまだらである

ことなどからすると、呼吸停止による低酸素の影響だけではその機序を説明することができず、

頭部への外力、それによって生じた急性硬膜下血腫によって、脳浮腫の一部が生じたと考えられ

ること、④網膜出血が３層以上に及ぶ多層性のものであり、両手で数え難いほどの多発性のもの

でもあることからすると、脳が激しく揺さぶられたことで硝子体が何度も引っ張られて生じたも

のと考えられること、⑤肋骨骨折は、前後左右合計１４か所にも及んでおり、とりわけ背部肋骨

骨折は、大人が乳幼児の身体を掴んで揺さぶる際に骨折しやすい反面、心臓マッサージによって

は骨折しにくいことである。 

これに対し、本判決は、①多発性急性硬膜下血腫に関し、小児脳神経外科医Ｃと小児科医Ｄは、

Ａの頭部が揺さぶられたことによって多発性急性硬膜下血腫が生じたと考えられると証言してい

るが、脳神経外科医である証人Ｅは、皮下血腫・硬膜外血腫が認められる右側頭部への打撲のみ

によっても、多発性硬膜下血腫は説明可能であるとする。証人Ｃ、Ｄ、Ｅの信用性はいずれも高

く、Ａに生じた硬膜下血腫は、架橋静脈が破断したことにより生じた可能性は十分に認められる
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が、証人Ｅが述べた硬膜下血腫が打撲によって生じた可能性も否定できず、Ａの状態を見て冷静

さを失った被告人がＡを抱えて場所を移動させたり、カーペットや調理台の上で心臓マッサージ

をしたりした際に、Ａの頭部に打撃を含む何らかの外力が加わった可能性は否定できず、「回転性

の外力により架橋静脈が剪断されたことによるものと断定することはできない」とした。 

② ＭＲＩ画像に見られる延髄及び頸髄の損傷に関し、証人Ｃは、首を強く前後に曲げるなど

の無理な曲げ伸ばしという動きが加わったときに生じたものと考えられるとするが、証人Ｅは、

ＭＲＩ画像上の頸部の損傷は、５０分程度心肺停止の状態にあり血流が止まったときには、頸部

の神経線維が損傷して本件のようなＭＲＩ所見を示すことがあるとし、延髄の損傷によって呼吸

停止が起きる場合は、次第に呼吸が衰えていく、いわゆる失調性呼吸になると考えられることか

らすると、本件の事実経過とそぐわないのではないかと反論している。本判決は、証人Ｅの見解

にも十分な医学的根拠が認められるとし、「延髄及び頸髄の損傷も揺さぶる暴行のみにより生じた

ことを示す傷害とはいえない」とした。 

③ Ａの脳に生じていた脳浮腫が、心肺停止による低酸素虚血の影響であることについては、証

言の一致するところであり、いずれの医師の証言によっても、脳浮腫が直ちにＡの頭部が揺さぶ

られたことを示すものとは認められない。 

④ 証人Ｄは、揺さぶりにより多層性・多発性網膜出血が生じるとし、網膜と硝子体がくっつ

いているところ、揺さぶられることで硝子体に接着した網膜が引っ張られ、血管が破れて出血す

ると説明し、一回的な衝撃では多層性・多発性の網膜出血が生じにくいとするが、証人Ｅ、Ｆは、

低酸素などを原因として脳浮腫が生じれば、頭蓋内圧亢進が起こり、網膜の静脈が心臓側に戻れ

ない状況になり、網膜に鬱血が起き、眼底、網膜に出血が起きることがあるとする。本判決は、

「多層性・多発性の網膜出血は、相当程度Ａの頭部が揺さぶられた事実を推認させる事情である

とは言い得る」としつつ、網膜出血が発生した時期については証拠上特定できないことに加え、

証人Ｅ及び証人Ｆが述べるとおり、「左目の多層性・多発性網膜出血をもって、直ちにＡの頭部が

揺さぶられたことを示す傷害と認めることまではできず、被告人がＡに対して揺さぶる暴行を加

えたと断じるには疑問が残る」とした。 

⑤ Ａの肋骨が多数箇所骨折していた点に関し、証人Ｄは、心臓マッサージを実施したときに、

特に乳幼児の場合骨折が生じる可能性はごく稀であり、乳児を掴んで乱暴に前後に揺さぶった場

合、てこの支点にあたる背骨と肋骨の接合部である肋椎関節の近傍にかなり強い外力が加わって

折れるため、肋骨の後部骨折は、虐待の場合に生じるかなり特異的な骨折であるとするが、証人

Ｆ、Ｇは、心臓マッサージで背面の肋骨骨折をしたケースは記憶にないが、心臓マッサージによ

ってＡに生じていたような多発性の肋骨骨折が生じる可能性自体はあり得るとした。 

本判決は、被告人が体重９５ｋｇの成人男性であること、生後約１か月のＡに対し、大人にする

のと同様に両手で、少なくとも数分間にわたり、カーペットの上や調理台の上といった場所で心

臓マッサージを行ったこと、特に手加減をしていた様子もうかがわれず非常に強い力が加わって
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いたことは容易に想像でき、一度の機会に行われた揺さぶる暴行により、指の跡などの外傷を残

すことなく、前後合計１４本という多くの肋骨を同時に折ることが可能かについては疑問も残る

ことも考えると、心臓マッサージによってＡの肋骨、特に後部の肋骨が骨折した可能性を完全に

否定することはできず、肋骨骨折も揺さぶる暴行が加えられたことを示す事情とはならないとし

た。 

その上で、「本件各傷害を個別にみれば、いずれも揺さぶる暴行のみにより生じたものであると

断定することはできず、いずれの傷害についても、別の機序による医学的に合理的な説明が可能

である。」 

「各医師の証言や見解によれば、本件各傷害の発生時期やその原因は医学的にも確定することが

できないのであるから、本件各傷害が被告人の揺さぶる暴行という一元的な原因で生じたと断じ

ることには無理がある。本件のように、犯罪を証明するための直接的な証拠がなく、高度に専門

的な立証を求められる傷害致死事件においては、生じた傷害結果について医学的な説明が可能か

ということだけではなく、本件に即していえば、被害者の年齢、事件前の被告人の暴行の有無や

その態様、事件に至る事実経過、動機の有無やその合理性、事件後の被告人の言動などの諸事情

を総合的に検討し、常識に照らして、被告人が犯行に及んだことが間違いないと認められるかを

判断する必要がある。 

そして、前述した本件の事実経過からは、被告人がＡに揺さぶる暴行を加えたことをうかがわせ

る事情は見当たらず、Ａに暴行を加えていないと一貫して主張する被告人の供述には一応の根拠

が認められることや、Ａに生じた本件各傷害の発生機序に関する検討結果を併せてみれば、結局、

被告人がＡに揺さぶる暴行を加え、その結果、本件各傷害を負ったと認めるには合理的な疑いが

残ると言わざるを得ない。」と判示した。 

 

Ⅳ コメント 

 

１ 大阪高判令和元年 10月 25日は、①祖母による孫の傷害致死事件であること、②第一審の懲

役５年６月の有罪判決が覆されたことで、マスコミでも注目を浴びたが、同時に、本件でも問題

となった「揺さぶられっ子症候群」に関する検察側証人の鑑定が退けられたことは司法界に、か

なりの衝撃を与えた判決であった。 

 

２ 日本の小児科学会では、「２歳以下の乳幼児は、頭が大きく、しかも頭を支える筋力が弱いた

め、激しく揺さぶることで頭もさらに激しく揺れ動き、赤ちゃんの頭蓋骨と脳が何度もぶつかり、

血管などが引きちぎられ、脳や目に深刻な損傷を引き起こし、延いては死に至る場合も有り、首

の座らない赤ちゃんを強く揺さぶったり、揺れの激しい乗り物に乗せたりすることは危険であ

り、避けるべきだ」とし、「乳幼児揺さぶられ症候群」という概念も定着してきた。ただ、この
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ような医学的説明が拡がる以前から、「首の座っていない乳児を揺さぶってはいけない」という

ことが「常識」となっていたといえよう。 

 

３ 本件は、生後１月の乳児が、急性硬膜下血腫、脳浮腫、左眼網膜出血、多発性肋骨骨折等の

傷害を負い、その結果肺炎で死亡したという証拠が揃っており、捜査機関が、小児科学の専門家

の意見に従い「被告人が揺すったのではないか」として傷害致死罪で立件したのは、ごく自然の

ことであった。 

  ただ、本判決は、被告人が「揺さぶる暴行」を加えたことを否認し、暴行を認定し得る元妻

などの証言はなく、さらにＡが生まれてからＡに対して暴力的な行為に及んだ形跡は何ら認めら

れず、被告人が暴力的行為に及ぶ原因となるような事情は認定し得ないとしたのである。 

  もちろん、直接証拠がなくても、検察官は、判旨に示した①～⑤の事情を挙げ、傷害が「揺

さぶる暴行」によって生じたことを立証し得るとした。 

 

４ しかし、①～⑤いずれも「『揺さぶる暴行』によって生じたとも考えられるが、それ以外の行

為から生じたとも考えられる」とし、『揺さぶる暴行』は認定できないとしたのである。 

  たしかに、①多発性急性硬膜下血腫はＡの頭部が揺さぶられたことによって生じ得るが、打

撲によって生じた可能性も否定できず、Ａの頭部に打撃を含む何らかの外力が加わった可能性は

否定できず、②ＭＲＩ画像に見られる延髄及び頸髄の損傷も、首を強く前後に曲げるなどの無

理な曲げ伸ばしという動きが加わったときに生じたものと考えられるが、５０分程度心肺停止の

状態にあり血流が止まったときには本件のようなＭＲＩ所見を示すことがあり、「揺さぶる暴行

のみにより生じたことを示す傷害とはいえない」とした。そして、③脳浮腫も、直ちにＡの頭部

が揺さぶられたことを示すものとは認められず、④多層性・多発性網膜出血も、相当程度Ａの

頭部が揺さぶられた事実を推認させる事情であるが、Ａの頭部が揺さぶられたことを示す傷害と

認めることまではできず、⑤肋骨が多数箇所骨折していた点も、心臓マッサージを実施したと

きに乳幼児の骨折が生じる可能性はごく稀であるが、心臓マッサージによって本件肋骨骨折が生

じる可能性自体はあり得るとした。 

 

５ これらの①～⑤は、すべて「回転性の外力（ゆさぶり）により生じ得るが、断定することま

ではできない」とされたのである。ただ、「断定」することまではできないものの、傷害が揺さ

ぶる暴行によって生じたことを推認させる事情なのである（推認の程度の濃淡はあるが）。 

  ①～⑤を切り離して考えれば、単独では、揺さぶる暴行によって生じたと断定することはで

きない。しかし、５つもの推認事情が競合するとなると、法的評価は異なってくる。プロ野球の

バッターが、ど真ん中の打ちごろの投球を三球続けて見逃し三振した場合、たとえば、一球目は

「カーブを待っていたが直球だった」、二球目は、「次の方が打ちやすいかも知れないと見逃し
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た」、三球目は「一球はボールを投げてくると思ったが意外にも真ん中に投げ込まれた」という

ような形で、それぞれについては説明できても、三球を一体として捉えれば、「打者として高く

評価できない」ということにならざるを得ないのである。本件も、五つの事情を総合して、『揺

さぶる暴行』によって生じたと、合理的な疑いを生じない程度に立証されたといえるようにも思

われる。 

 

６ 大阪高判令和元年 10月 25日では、死傷が「揺さぶり」という暴行から生じたか、内因性の

脳静脈洞血栓症とＤＩＣであったかの争いであり（WLJ 判例コラム第 190 号文献番号

2020WLJCC002 参照）、医学的な理論の対立がより鮮明であったが、本件は、傷害が外力によ

るものであることははっきりしている。対立は、「揺さぶり行為」なのか、それ以外の心臓マッ

サージ等なのかという点であり、裁判所による、上記①～⑤についての証言の「評価」が問われ

るのである。 

 

７ 証言の信用性の評価は、裁判官の専権事項であるが、国民にとって説得的なものでなければ

ならない。「規範的評価」の根拠は、わかりやすく示さなければならないのである。今後も科学

的証拠の評価は、より一層争点化していく可能性が高い。法律家が「いずれの科学的言明を信用

し得るか」を判断するには、その根拠とプロセスを透明化する作業を積み上げていく必要があろ

う。 

 

８ 科学的証拠の扱いは、困難な課題である。基本的には専門家の意見を尊重すべきであるが、

その意見が分かれたときには、専門的知見も理解した上で、最後は「国民の常識で判断する」と

いうことが必要となる。それは、間接証拠一般の評価の問題と基本的に異ならない。 

  なお、専門家にもいろいろ「立場」があり、どの専門家を選ぶかで、結論が決定されてくる

という面がある。専門領域における「議論の客観性」を、司法制度の側がどこまで踏み込んで考

えるかも、重要な課題である。 

 

 

 

（掲載日 2020年 4月 6日） 

 

1 本件判決の詳細は、東京地立川支判令和 2年 2月 7日WestlawJapan文献番号 2020WLJPCA02076001を参照。 
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